
輸入時における検査制度輸入時における検査制度

指導検査等指導検査等

農薬や添加物等の使用状況や同種の食品の違反情報等を参考農薬や添加物等の使用状況や同種の食品の違反情報等を参考としとし

て、輸入者のて、輸入者の自主的な衛生管理の一環自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対しとして、国が輸入者に対し

て定期的な（初回輸入時を含む）実施を指導する検査等て定期的な（初回輸入時を含む）実施を指導する検査等

モニタリング検査モニタリング検査

多種多様な輸入食品について、多種多様な輸入食品について、食品衛生上の状況について幅広く食品衛生上の状況について幅広く

監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じるこ監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じるこ

とを目的とを目的として、国がとして、国が年間計画に基づ年間計画に基づいて実施する検査いて実施する検査

国が費用負担、国が費用負担、検査検査結果の判明を待たずに輸入結果の判明を待たずに輸入可能可能

検査命令検査命令

自主検査やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違自主検査やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違

反が判明するなど、反が判明するなど、法違反の可法違反の可能性が高い能性が高いと見込まれると見込まれる食品等食品等にに

ついて、輸入者に対し、輸入の都度、実施を命じる検査ついて、輸入者に対し、輸入の都度、実施を命じる検査

輸入者が費用負担、輸入者が費用負担、検査検査結果判明結果判明まで輸入不可まで輸入不可

モニタリング検査件数の算出方法モニタリング検査件数の算出方法 ①①

①① 国民の摂取量の多い食品、違反の蓋然性、輸入実績等をも国民の摂取量の多い食品、違反の蓋然性、輸入実績等をも

とに食品をとに食品を157157群群に分類に分類

②② 検査分類（残留農薬、抗菌性物質等、添加物、成分規格、検査分類（残留農薬、抗菌性物質等、添加物、成分規格、

カビ毒、遺伝子組換え、放射線照射）ごとに、一定の信頼カビ毒、遺伝子組換え、放射線照射）ごとに、一定の信頼

度で違反を検出することが可能な検査数度で違反を検出することが可能な検査数299299件件※※を仮設定。を仮設定。

※※ CODEXCODEXガイドラインに基づく、ガイドラインに基づく、9595％の信頼度で違反率％の信頼度で違反率 11％％以下以下の違反を検出可能な検査数の違反を検出可能な検査数

（参考）残留農薬の基準適合性判断のための推奨サンプリング法（参考）残留農薬の基準適合性判断のための推奨サンプリング法（（CAC/GL 33CAC/GL 33--19991999））

統計学的に、統計学的に、ｖｖ が集団における真が集団における真

の違反率、の違反率、nn が標本数（無作為抽が標本数（無作為抽

出の場合）とすると出の場合）とすると nn 個の標本中個の標本中

に少なくとも１つの違反を検出すに少なくとも１つの違反を検出す

る確率る確率 PPは、は、PP == 11 -- (1(1 –– vv ))nn

となる。となる。

99.9% 99.0% 95.0% 90.0% 60.0%

10% 66 44 29 22 9

5% 135 90 59 45 18

1% 688 459 299 230 92

0.5% 1,379 919 598 460 183

0.1% 6,905 4,603 2,995 2,302 916

1件の違反を発見できる率（P）

標本の
違反率
（ｖ）
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検査分類
残留
農薬

抗菌性
物質等

添加物
成分

規格等
カビ毒

遺伝子
組換え

放射線
照射

合　計

基本件数 299 299 299 299 299 299 299 2,093

検査件数 119 59 0 119 299 119 0 715

輸入件数、輸入重量、過去の違反率、違反内容の危険度をもとに
検査分類ごとに重み付けを行い、それぞれ必要な検査件数を設定

モニタリング検査件数の算出方法モニタリング検査件数の算出方法 ②②

③③ ②の検査数を基本として、②の検査数を基本として、輸入件数輸入件数、、輸入重量輸入重量、、過去の過去の

違反率違反率、、過去の違反内容の危害度過去の違反内容の危害度を勘案し、食品群ごと、を勘案し、食品群ごと、

検査分類ごとに必要検査件数を設定検査分類ごとに必要検査件数を設定

（例）米穀における検査件数の算出（平成（例）米穀における検査件数の算出（平成2121年度モニタリング計画年度モニタリング計画案案））

厚生労働大臣による検査命令厚生労働大臣による検査命令

検査命令発動の要件検査命令発動の要件検査命令発動の要件

輸出国の再発防止策の確立等違反食品が輸出

されることのないことが確認された場合等

輸出国の再発防止策の確立等違反食品が輸出輸出国の再発防止策の確立等違反食品が輸出

されることのないことされることのないことがが確認確認された場合等された場合等検査命令解除検査命令解除検査命令解除

残留農薬

動物用医薬品

残留農薬残留農薬

動物用医薬品動物用医薬品

直ちに検査命令直ちに検査命令直ちに検査命令

違反の蓋然性が高い
と判断される場合

検査命令

違反の蓋然性が高い違反の蓋然性が高い
と判断される場合と判断される場合

検査命令検査命令

モニタリング検査
頻度アップ

モニタリング検査モニタリング検査
頻度アップ頻度アップ

違反違反違反違反

同一の生産国又は製造者並びに加工者からの

同一の輸入食品（例：O-157、リステリア、

アフラトキシン等）

同一の生産国又は製造者並びに加工者からの

同一の輸入食品（例：O-157、リステリア、

アフラトキシン等）

健康被害の発生健康被害の発生健康被害の発生 健康被害発生の恐れ健康被害発生の恐れ健康被害発生の恐れ

違反違反
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国別検査命令対象品目国別検査命令対象品目（（平成平成2020年年1212月月末末現在現在抜粋）抜粋）

マラカイトグリーン、フラゾリドン鰻及びその加工品

アフラトキシンとうもろこし

別途指示する製造者で製造された挽
肉に限る。

腸管出血性大腸菌O157牛肉加工品米国

（12品目）

アフラトキシンバジルシード

タイ

（26品目）

タイ政府が発行する証明書が添付さ
れたものを除く。

オキソリニック酸養殖えび及びその加工品

別途指示する輸出業者が輸出したも
のを除く。

EPNおくら

メラミン乳及び乳製品並びにこれらを原材
料とする加工食品

トリアゾホスウーロン茶

アセトクロール、BHC大粒落花生

淡水産であることを示す中国政府の
証明書が添付されたものを除く。

麻痺性貝毒、下痢性貝毒二枚貝及びその加工品（貝柱のみ
のホタテガイを除く。）

オキシテトラサイクリン、クロルテ
トラサイクリン、テトラサイクリン

えび及びその加工品

中国

（50品目）

亜硝酸根すじこ

全輸出国

（16品目）

シアン化合物キャッサバ及びその加工品（でん
ぷんを除く。）

現場検査の結果異種フグが発見され
たものに限る。

魚種鑑別フグ

条件等

フラゾリドン、フラルタドン鶏肉及びその加工品

検査項目例対象食品例対象国・地域

全輸出国全輸出国1515品目及び品目及び3636カ国・カ国・11地域の地域の205205品目（平成品目（平成2020年年1212月月末末現在現在））

検査命令品目一覧検査命令品目一覧 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/kensa/dl/01g.pdfhttp://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/kensa/dl/01g.pdf

無作為抽出 均等採取

モニタリング検査と検査命令モニタリング検査と検査命令

同一食品群

無作為抽出 均等採取

同一生産国・同一食品群毎に実施

（実施せず）
無作為抽出 均等採取

モニタリング検査モニタリング検査 検査命令検査命令

例） 農薬検査の場合

≦ 50
51 ～ 150

151 ～ 500
501 ～ 3,200

3,201 ～ 35,000

≧ 35,001

届出箱数

3
5
8

13

20

32

開梱数

1kg

採取量

1．検査頻度
年間計画に基づき無作為に実施。

2.検査対象
同一食品群毎に実施し、国、製造

者の別は問わない。
3．検体採取量

全体を代表するために統計学的に
定められた開梱数に基づき採取。

1．検査頻度
同一生産国、輸入の都度、全届出検査。

2．検査対象
同一生産国、同一食品群毎に検査を実施。

法違反の可能性が高いと見込まれる食品の
範囲が製造者等に限定可能な場合は、当該
製造者に限定して実施。
3．検体採取量

全体を代表するために統計学的に定めら
れた開梱数に基づき採取。

例：10％の頻度で実施する場合

輸入届出

（1件）

輸入届出

（9件）

すべての
輸入届出

8


	資料1-3 輸入食品の安全性確保について（HP） 6.pdf
	資料1-3 輸入食品の安全性確保について（HP） 7.pdf
	資料1-3 輸入食品の安全性確保について（HP） 8.pdf

